
区分 団体及び役職名等 氏名 備考

1
法第６条

第２項第１号
要綱第３条
第１項第１号

町長が指名する者 長南町　副町長 葛岡　郁男 会長

2
（社）千葉県バス協会

専務理事 花﨑　幸一

3
（有）長南タクシー

代表取締役 鈴木　文一

4
小湊鉄道株式会社

常務取締役 久我　義範

5
小湊鉄道労働組合

書記長 古市　茂雄

6
株式会社ＨＭＣ東京

千葉営業所長 北里　健一

7
要綱第３条
第１項第３号

道路管理者
長生土木事務所

管理課長
渡辺　一雄

8
要綱第３条
第１項第４号

茂原警察署長又は
その指名する者

茂原警察署
交通課長

岩名　隆

9 町議会議員 鈴木　喜市

10 町区長会長 安田　毅

11 町商工会長 永嶋　文雄

12 町社会福祉協議会長 金坂　敏夫 副会長

13 町校長会代表 髙山　芳久

14 公募委員 池田　満里子

15 公募委員 岩瀬　康陽

16 公募委員 梅田　重和

17 公募委員 二羽　克己

18
要綱第３条
第１項第６号

国土交通省関東運輸局千葉運
輸支局長又はその指名する者 首席運輸企画専門官 池田　和弘

19 住民課長 金坂　宣明

20 教育課長 齋藤　正和

事務局 総務課長 西野　秀樹

事務局 政策室長 唐鎌　幸雄

事務局 政策室　主任主事 小澤　元晴

公共交通事業者

地域公共交通
の

利用者

町長が必要と認める者

長南町地域公共交通活性化協議会委員名簿

条項

要綱第３条
第１項第２号法第６条

第２項第２号

要綱第３条
第１項第５号

要綱第３条
第１項第７号

法第６条
第２項第３号


	Sheet1

